
令和８年度 認定こども園 パートタイム職員 募集要項 

募集人員  保育業務 80 人程度   調理業務 ６人程度  

※各こども園で必要に応じて雇用を決定する 

募集職種  ①保育業務（湯梨浜町パートタイム会計年度任用職員） 

②調理業務（湯梨浜町パートタイム会計年度任用職員） 

条  件  ○年齢・性別は問いません。 

      ○地方公務員法第１６条に該当する人（次のいずれかに該当する人）は受験できません。 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの人 

・ 湯梨浜町職員として懲戒免職処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

      ○日本国籍を有しない人については、活動を制限のない在留の資格を取得している人 

       又は令和８年３月３１日までにこの資格を取得する見込みの人に限り受験できま 

       す。日本国籍を有しない人は、公権力の行使に該当する業務には就くことができま 

       せん。 

○通勤可能な人 

      ○児童との関わりが好きな人 

〇資格の有無は問わないが、選考にあっては職種に関連した有資格者を優先します。 

提出書類  申込書、履歴書、資格証書等の写し 

募集期間  令和８年１月２６日（月）～２月１０日（火）まで 

選考方法  申込書による。必要に応じて面接等を実施。 

    （面接は２月２１日（土）を予定しています。詳細は後日お電話にて連絡します。） 

【雇用期間】令和８年４月１日から令和９年３月 3１日まで。 

      ※従事する事務が翌年度も継続された場合に限り、勤務成績その他の事情を踏まえ、 

       翌年度に再度任用されることがあります。 

【雇用条件】賃金 ①保育業務･･･保育士（保育士免許及び幼稚園教諭免許）時間給 1,348 円～ 

              ･･･保育士（保育士免許又は幼稚園教諭免許）時間給 1,309 円～ 

･･･上記以外の者             時間給 1,230 円～ 

         ②調理業務･･･調理師有資格者             時間給 1,260 円～ 

上記以外の者             時間給 1,230 円～ 

※いずれも毎月末日締 ２１日支給（口座振込とする。） 

期末手当 勤務実態に応じて６月、１２月に支給します。 

勤勉手当 勤務成績に応じて支給します。 

（期末・勤勉手当の支給は、週 15.5 時間以上勤務する者に限る。） 

通勤手当 通勤距離片道２キロ以上の場合に支給します。 

労災保険あり・勤務実態に応じて社会保険・雇用保険が適用されます。 

      （週 20 時間以上勤務する者に限る。） 

       休暇制度  年次有給休暇（任用期間に応じて付与）、特別休暇（有給・無給休暇があ

ります）等が取得できます。 

 

 



【勤 務 地】次のいずれかのこども園とする。 

① たじりこども園（湯梨浜町田後 745 番地 4） 

② はわいこども園（湯梨浜町光吉１０７番地１） 

③ あさひこども園（湯梨浜町泊１１７５番地７） 

④ わかばこども園（湯梨浜町宇谷６０６番地１） 

⑤ とうごうこども園（湯梨浜町門田 3番地） 

⑥ まつざきこども園（湯梨浜町中興寺１９２番地１） 

※ 勤務地は希望する施設を優先するが、応募の状況によって変更や複数の 

施設での勤務を求める場合がある。 

 

【勤務時間】午前７時から午後７時３０分の間で、各こども園の実情に応じて勤務時間を決定する。 

≪主な就業時間の例≫ 

〇保育業務 早朝 午前７時から午前１０時３０分の間の２～３時間程度 

         延長 午後３時から午後６時３０分の間の２～３時間程度 

          代替 午前８時１５分から午後６時３０分の間の６時間程度 

             常勤 週５日勤務 午前７時から午後７時 30分の間の６～7 時間程度 

         ※勤務シフトにより、早朝・延長の時間帯の勤務を求める場合がある。 

〇調理業務 常勤 週５日勤務 午前 8時から午後０時３０分の間の４時間程度 

      代替 午前８時から午後１時３０分の間の４時間勤務 

      ※常勤職員の代替勤務（週１～２日程度）  

 

【休 業 日】土曜日（調理業務のみ）、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

【その他】（１）この試験により収集した個人情報は、採用手続き以外には使用しません。 

     （２）提出された申込書類は返却しませんので、予めご了承ください。 

      

【問合せ】湯梨浜町役場 子育て支援課 ：湯梨浜町大字久留１９番地１ 電話：３５－５３２５ 


